
公表基準等の解説

2017.3　vol.56　季刊 会計基準　59

公表基準等の解説

1．はじめに

　企業会計基準委員会（ASBJ）は、平成 28
年 12 月 22 日に、実務対応報告公開草案第 48
号「公共施設等運営事業における運営権者の会
計処理等に関する実務上の取扱い（案）」（以下
「本公開草案」という。）を公表した1。本稿で
は、本公開草案の概要を紹介する。なお、文中
の意見にわたる部分は、筆者の私見であること
をあらかじめ申し添える。

2．公表の経緯

　平成 23 年に民間資金等の活用による公共施
設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年
法律第 117 号）（以下「PFI 法」という。）が改
正され、公共施設等運営権を民間事業者に設定
する制度（以下「公共施設等運営権制度」とい
う。）が新たに導入された（詳細は後述 3（1）
参照）。
　上記を受けて、平成 26 年 6 月 24 日に閣議決
定された「『日本再興戦略』改訂 2014」におい
て、当該制度を活用する場合における事業環境
を整備するために、会計上の処理方法の整理を
行うこととされ、平成 27 年 7 月に開催された
第 24 回基準諮問会議において、内閣府より、

公共施設等運営権に係る会計上の取扱いについ
ての検討が提案された。その後、基準諮問会議
における審議の結果、平成 27 年 11 月に開催さ
れた第 324 回企業会計基準委員会において、基
準諮問会議より、公共施設等運営権に係る会計
上の取扱いについての検討を行うことが提言さ
れた。
　この提言を受けて、ASBJでは、平成 27 年
12 月より、公共施設等運営事業における運営
権者の会計処理及び開示に関する検討を開始
し、平成 28 年 12 月に本公開草案の公表に至っ
たものである。

3．公共施設等運営事業の概要

⑴　公共施設等運営権制度の概要
　PFI（Private Finance Initiative）とは、公
共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資
金、経営能力及び技術的能力を活用して行う新
しい手法であり、PFI 法に基づいて実施されて
いる。PFI 法の対象である「公共施設等」とし
ては、道路、空港、水道等の公共施設、庁舎等
の公用施設、教育文化施設等の公益的施設等が
示されている。
　PFI 法の平成 23 年改正で新たに導入された
公共施設等運営権制度とは、利用料金の徴収を
行う公共施設等について、当該施設の管理者で

実務対応報告公開草案第 48号「公共施設等運営事業における
運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い（案）」の解説
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1 　本公開草案の全文については、ASBJのウェブサイトを参照のこと。
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ある各省各庁の長等（以下「管理者等」とい
う。）が所有権を有したままで、当該施設の運
営等（運営及び維持管理並びにこれらに関する
企画をいい、国民に対するサービスの提供を含
む。）を実施する権利を民間事業者に設定する
制度である。
　公共施設等運営権制度のイメージは、【図表
1】のとおりである。

⑵　公共施設等運営権の法令上の取扱い
　PFI 法では、公共施設等運営権が物権とみな
されており（PFI 法第 24 条）、公共施設等運営
権への抵当権の設定等が可能である。また、権
利の性質上、その行使には一定の制約を受ける
ため、分割又は併合が認められておらず、第三
者へ移転する場合は、公共施設等の管理者等の
許可を受けなければならない（PFI 法第 26
条）。
　なお、公共施設等運営権及び公共施設等運営
権への抵当権の設定等は、登記に代わるものと
して、公共施設等運営権登録簿に登録する必要
がある（PFI 法第 27 条）。

⑶　更新投資の概要
　運営権者は、管理者等が所有権を有する公共

施設等の維持管理を行う義務があり（PFI 法第
2 条第 6 項）、内閣府が定めた「公共施設等運
営権及び公共施設等運営事業に関するガイドラ
イン」（以下「運営権等ガイドライン」とい
う。）では、運営権者が行う「維持管理」につ
いて、「新設又は施設等を全面除却し再整備す
るものを除く資本的支出又は修繕（いわゆる増
築や大規模修繕も含む。）を指す」と記載され
ている。なお、更新投資の具体的な実施内容
は、管理者等と運営権者との間で締結される実
施契約等に基づき定められる。

4．本公開草案の概要

⑴　公共施設等運営権に関する会計処理
①　公共施設等運営権の取得時の会計処理
　本公開草案で提案した公共施設等運営権の取
得時の会計処理は、【図表 2】のとおりである。

施設所有権 運営権設定 サービス提供

料金支払

施設利用者

運営権

対価の支払

投資 融資

投資家 金融機関

公共主体
（管理者等）

民間事業者
（運営権者）

【図表 1】公共施設等運営権制度のイメージ2

2 　当該イメージは、第 328 回企業会計基準委員会（平成 28 年 1 月 27 日開催）の内閣府説明資料を一部加工し
たものである。

【図表 2】公共施設等運営権の取得時の会計処理

⒜　運営権者は、公共施設等運営権を取得した
時に、管理者等と運営権者との間で締結され
た実施契約において定められた運営権対価に
ついて、合理的に見積られた支出額の総額を
無形固定資産として計上する（本公開草案第
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　【図表 2】の会計処理の検討において、公共
施設等運営権を、公共施設等ごとに分割せず
に、一括して会計処理を行うこととした上で、
運営権対価の会計的性質について、「運営権者
が一定の期間にわたり公共施設等を使用する権
利の取得の対価と捉える考え」と「管理者等が
所有権を有する公共施設等を毎期使用する役務
提供に係る費用と捉える考え」の 2つが検討さ
れた。この点、公共施設等運営権のみなし物権
としての性質や、他の法律上のみなし物権（鉱
業権やダム使用権など）の会計処理との整合性
の観点から、運営権者が一定の期間にわたり公
共施設等を使用する権利の取得の対価と捉える
こととしている。
　なお、審議の過程では、実施契約において、
運営権対価が固定額ではなく、将来の業績等の
指標に連動する形式で定められる場合の会計上
の取扱いが論点になった。本論点は、リース会
計におけるいわゆる変動リース料の議論と類似
しており、結論が一義的に決まるものではない
が、次の理由により、運営権対価が固定額か、
将来の業績等の指標に連動する形式で定められ
るかにかかわらず、公共施設等運営権を取得し
た時に合理的に見積られた運営権対価の支出額
の総額を無形固定資産として計上することを提

案している3。

・運営権者は、一定の期間にわたり公共施設等
を使用する権利を取得することに伴って、取
得の対価を支払う義務を負っており、運営権
対価が固定額であるか、全額が将来の業績等
の指標に連動して定められるかによって、当
該義務としての性質は異ならない。
・公共施設等運営権はみなし物権としての性質
を有しており、運営権対価が固定額であるか、
全額が将来の業績等の指標に連動して定めら
れるかによって、資産及び負債の金額が大き
く異なることは適切ではない。
・実施契約に規定された一定の算式に基づき運
営権対価を算定することが管理者等と運営権
者との間で合意されており、公共施設等運営
権を取得した時に、登録免許税の課税標準と 
して合理的な見積りが行われる4。このため、
運営権等ガイドラインにおいて、運営権対価
は「実施契約において管理者等と運営権者が
定めた価格であることから、その価格は一に
定まる」ものであり、「固定価格と考えられ
る」と記載されている性質は変わらない。

②　見積りの変更が生じた場合の取扱い
　合理的に見積られた運営権対価の支出額に重
要な見積りの変更が生じた場合、当該見積りの
変更による差額は、【図表 2】の⒜及び⒝に基
づき計上した資産及び負債の額に加減すること
を提案している（本公開草案第 6項）。これは、
一般的に、会計上の見積りの変更は、将来にわ
たり会計処理を行う方法が採用されている点等
を考慮したためであり、当該見積りの変更によ
る差額を資産及び負債の額に加減し、減価償却
を通じて残存耐用年数にわたって費用配分を行
うこととしている。

3　本件の議論においては、運営権対価に特有の性質に着目しており、一般的な変動リース料そのものの包括的
な検討を行ったわけではないため、本公開草案は、リース取引に係る現行の取扱いに影響を与えるものではな
い旨を結論の背景に記載している（本公開草案第 31 項）。
4　PFI 法第 27 条第 1 項、公共施設等運営権登録令第 13 条、公共施設等運営権登録令施行規則第 16 条第 21 号
及び登録免許税法第 10 条第 1項参照。

　3項）。
⒝　運営権対価を分割で支払う場合、資産及び
負債の計上額は、運営権対価の支出額の総額
の現在価値による（本公開草案第 4項）。
⒞　運営権対価の支出額の総額の現在価値の算
定にあたっては、運営権者の契約不履行に係
るリスクを割引率に反映させる（本公開草案
第 5項）。
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③　リース会計基準との関係
　企業会計基準第 13 号「リース取引に関する
会計基準」（以下「リース会計基準」という。）
におけるリース取引の定義5 を踏まえると、公
共施設等運営権の取得がリース取引に該当する
可能性があるため、本公開草案では、リース会
計基準との関係について、【図表 3】のとおり
整理した上で、検討の結果、公共施設等運営権
の取得は、リース会計基準に定めるリース取引
には該当しないものとしている（本公開草案第
7項）。
【図表 3】リース会計基準との関係の整理

論点 本公開草案における整理

リース
会計基
準との
関係

・管理者等は、公共施設等運営権の移
転の許可、公共施設等運営権の取消
し、公共施設等運営事業のモニタリ
ング等によって、公共施設等運営事
業に引き続き強く関与するため、運
営権者の公共施設等の使用に制約が
あり、一般的に想定されるリース取
引と異なる性格を有している。
・リース会計基準が取り扱う典型的な
リースとも異なる。

④　公共施設等運営権の減価償却の方法及び耐
用年数
　本公開草案では、公共施設等運営権の減価償
却の方法及び耐用年数について、【図表 4】の
とおり提案している。

⑤　公共施設等運営権の減損会計に関する取扱い
　公共施設等運営権の減損損失の認識の判定及
び測定における資産のグルーピングに関して、
本公開草案で提案した内容は、【図表 5】のと
おりである。
【図表 5】�公共施設等運営権の減損損失の認識の

判定及び測定における資産のグルーピ
ング（本公開草案第 10項）

　公共施設等運営権は「固定資産の減損に係る
会計基準」（以下「減損会計基準」という。）の
対象となる。その適用に際して、減損損失の認
識の判定及び測定において行われる資産のグ
ルーピングは、原則として、実施契約に定めら
れた公共施設等運営権の単位で行う。ただし、
管理会計上の区分、投資の意思決定（資産の処
分や事業の廃止に関する意思決定を含む。）を行
う際の単位、継続的な収支の把握がなされてい
る単位及び他の単位から生じるキャッシュ・イ
ン・フローとの相互補完性を考慮し、公共施設
等運営事業の対象とする公共施設等ごとに合理
的な基準に基づき分割した公共施設等運営権の
単位でグルーピングを行うことができる。

　減損損失の認識の判定及び測定において行わ
れる資産のグルーピングは、減損会計基準及び
企業会計基準適用指針第 6号「固定資産の減損
に係る会計基準の適用指針」（以下「減損適用

5　リース会計基準では、リース取引は「特定の物件の所有者たる貸手（レッサー）が、当該物件の借手（レッ
シー）に対し、合意された期間（リース期間）にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、合意された
使用料（リース料）を貸手に支払う取引」と定義されている（リース会計基準第 4項）。
6　延長オプションとは、実施契約において、公共施設等運営事業における確定した運営権設定期間に加えて、
一定の条件の下で運営権設定期間を延長することができる条項をいう。
7　企業会計基準適用指針第 16 号「リース取引に関する会計基準の適用指針」第 11 項に定められる再リースの
取扱いを参考にしている。

【図表 4】�公共施設等運営権の減価償却の方法及
び耐用年数

⒜　無形固定資産に計上した公共施設等運営権
は、原則として、運営権設定期間を耐用年数

　として、定額法、定率法等の一定の減価償却
の方法によって、その取得原価を各事業年度
に配分する（本公開草案第 8項）。
⒝　実施契約において、延長オプション6 が定め
られる場合、運営権者が当該条項を行使する
意思が明らかな場合を除き、延長可能な期間
は公共施設等運営権の耐用年数に含めない7

（本公開草案第 9項）。



公表基準等の解説

2017.3　vol.56　季刊 会計基準　63

指針」という。）に基づき行われるが、公共施
設等運営事業では、公共施設等運営権の設定に
おいて複数の公共施設等が含まれることが想定
されており、公共施設等運営権の分割は認めら
れていないため、公共施設等運営権の移転時に
は、一括して移転することが要求されている。
また、個々の公共施設等を処分する場合には、
管理者等の承認が必要となる。
　上記の公共施設等運営事業の性質を考慮し
て、原則として、公共施設等運営権の単位でグ
ルーピングを行うこととし、減損会計基準及び
減損適用指針の取扱いに従い、公共施設等運営
権ごとに適切に判断して、公共施設等運営事業
の対象とする公共施設等ごとに合理的な基準に
基づき分割した公共施設等運営権の単位でグ
ルーピングを行うことも認めることを提案して
いる。

⑥　その他
　プロフィットシェアリング条項8 に基づき各
期に算定された支出額の会計処理について、運
営権対価の全額が将来の業績等の指標に連動す
る形式で定められる場合の会計処理との整合性
の観点で論点になったが、プロフィットシェア
リング条項の趣旨や、PFI 法上の位置付け等を
考慮して、当該条項に基づき各期に算定された
支出額を、当該期に費用として処理することを
提案している（本公開草案第 11 項）。

⑵　更新投資に関する会計処理
①　更新投資に係る資産及び負債の会計処理
　更新投資は、公共施設等運営事業ごとに具体
的な実施内容が様々であり、今後、新たな公共

施設等運営事業の進展も見据えると、単一の会
計処理を定めるのではなく、個々の公共施設等
運営事業の性質に応じて、一定の基準に基づき
更新投資に関する会計処理を使い分けることが
適切であると考え、【図表 6】の会計処理を提
案している。
【図表 6】更新投資に係る資産及び負債の会計処理

区　分 更新投資に係る資
産及び負債の計上

⒜　次のいずれの条件も満
たす場合
更新投資の実施内容の
大半が、管理者等が運
営権者に課す義務に基
づいている9。

運営権者が公共施設等
運営権を取得した時に、
更新投資のうち資本的
支出に該当する部分
（所有権が管理者等に帰
属するものに限る。）に
関して、運営権設定期
間にわたって支出する
と見込まれる額の総額
及び支出時期を合理的
に見積ることができる。

　公共施設等運営
権の取得時に、更
新投資のうち資本
的支出に該当する
部分に関して、支
出すると見込まれ
る額の総額の現在
価値を負債として
計上し、同額を資
産として計上する
（本公開草案第 12
項⑴）。

⒝　上記⒜以外の場合の、
更新投資のうち資本的支
出に該当する部分（所有
権が管理者等に帰属する
ものに限る。）

　更新投資を実施
した時に、当該更
新投資のうち資本
的支出に該当する
部分に関する支出
額を資産として計
上する（本公開草
案第 12 項⑵）。

　なお、【図表 6】の⒜に記載した区分に該当

8　プロフィットシェアリング条項とは、実施契約において、運営権対価とは別に、各期の収益があらかじめ定
められた基準値を上回ったときに運営権者から管理者等に一定の金銭を支払う条項をいう。
9　更新投資の実施内容の大半が、管理者等が運営権者に課す義務に基づく場合の一例としては、実施契約や要
求水準書等において、更新投資の実施時期及び実施内容があらかじめ具体的かつ定量的な数値によって示され
ている場合が考えられる（本公開草案第 51 項）。
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する場合、修繕費に該当する部分を資産及び負
債として計上する範囲に含めるか否かが論点と
なった。
　この点、一般的に、契約等によって解約不能
な取引で将来の支払義務が存在する場合であっ
ても、双務未履行のときは、契約締結時点で資
産及び負債を計上する会計処理は行われていな
いが、更新投資のうち資本的支出に該当する部
分は、運営権設定期間にわたる支払義務がある
点に加え、公共施設等運営権と同様に、運営権
設定期間にわたって費用配分すべきものと考え
られるため、支出すると見込まれる額の総額の
現在価値を負債として計上し、同額を資産とし
て計上した上で、費用配分することとしてい
る。
　一方、更新投資のうち修繕費に該当する部分
は、運営権設定期間にわたる支払義務がある点
は同様であるが、修繕費は支出時に費用処理す
ることが適切と考えられ、未履行契約である点
を踏まえると、あえて資産を計上する必要性は
乏しいと考えられるため、資産及び負債として
計上する更新投資に関する支出額の総額は、資
本的支出に該当する部分に限定することとして
いる。

②　更新投資に係る資産の減価償却の方法及び
耐用年数
　更新投資に係る資産の減価償却の方法及び耐
用年数について、【図表 7】のとおり提案して
いる。

⑶　開　示
①　表　示
　本公開草案では、貸借対照表上の表示方法に
ついて【図表 8】のとおり提案している。

10　当該更新投資の物理的耐用年数が公共施設等運営権の残存する運営権設定期間を上回る場合は、当該残存す
る運営権設定期間を用いる。

【図表 8】�公共施設等運営権及び更新投資の貸借
対照表上の表示方法

種類 資産側 負債側

公共施設
等運営権

公共施設等運
営権は、無形
固定資産の区
分に、公共施
設等運営権な
どその内容を
示す科目を
もって表示す
る（本公開草
案第 16 項）。

運営権対価を分割で
支払う場合に計上す
る負債は、貸借対照
表日後 1 年以内に支
払の期限が到来する
ものを流動負債の区
分に、貸借対照表日
後 1 年を超えて支払
の期限が到来するも
のを固定負債の区分
に、公共施設等運営
権に係る負債などそ
の内容を示す科目を
もって表示する（本
公開草案第 18 項）。

更新投資 更新投資に係
る資産は、無
形固定資産の
区分にその内
容を示す科目
をもって表示
する（本公開
草案第17項）。

更新投資に係る負債
は、貸借対照表日後
1 年以内に支払の期
限が到来するものを
流動負債の区分に、
貸借対照表日後 1 年
を超えて支払の期限
が到来するものを固

【図表 7】�更新投資に係る資産の減価償却の方法
及び耐用年数

⒜　本公開草案第 12 項⑴（【図表 6】の⒜）に
基づき資産を計上する場合、運営権設定期間
を耐用年数として、定額法、定率法等の一定
の減価償却の方法によって、その取得原価か

　ら残存価額を控除した額を各事業年度に配分
する（本公開草案第 15 項⑴））。
⒝　本公開草案第 12 項⑵（【図表 6】の⒝）に
基づき資産を計上する場合、当該更新投資を
実施した時より、当該更新投資の経済的耐用
年数10 にわたり、定額法、定率法等の一定の
減価償却の方法によって、その取得原価から
残存価額を控除した額を各事業年度に配分す
る（本公開草案第 15 項⑵）。
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②　注記事項
　本公開草案では、運営権者が、【図表 9】に
記載した事項を公共施設等運営事業ごとに注記
することを提案している（本公開草案第 20
項）。
【図表 9】公共施設等運営事業に関する注記事項

⒜　運営権者が実施する公共施設等運営事業の
概要（公共施設等運営事業の対象とする公共
施設等の内容、実施契約に定められた運営権
対価の支出方法、運営権設定期間、残存する
運営権設定期間、プロフィットシェアリング
条項の概要等）
⒝　公共施設等運営権の減価償却の方法
⒞　更新投資に係る事項
ⅰ．主な更新投資の内容及び投資を予定して
いる時期
ⅱ．運営権者が採用した更新投資に係る資産
及び負債の会計処理の方法
ⅲ．更新投資に係る資産の減価償却の方法
ⅳ．本公開草案第 12 項⑵（【図表 6】の⒝）
に基づき更新投資に係る資産を計上する場
合、翌期以降に支出すると見込まれる更新
投資のうち、合理的に見積ることが可能な
キャッシュ・フローの金額及びその内容

　【図表 9】の注記事項のうち、⒜については、
公共施設等運営権制度が平成 23 年に改正され
た PFI 法において新たに設けられたものであ
り、当該制度の特徴について注記する一定の意
義があると考えられるため、当該注記を求める
ことを提案している。
　⒞については、個々の公共施設等運営事業の
性質に応じて、更新投資に関する会計処理を区
分することとしたため、財務諸表利用者が当該
公共施設等運営事業における更新投資の内容を
理解することができる情報を提供することを目

的として、更新投資に係る事項として、運営権
者が採用した更新投資に係る資産及び負債の会
計処理の方法等の注記を求めることを提案して
いる。
　また、本公開草案第12項⑵（【図表6】の⒝）
に基づき更新投資に係る資産を計上する場合、
更新投資を実施した時に、更新投資に係る資産
を計上するため、更新投資に係る将来キャッ
シュ・フローの金額を財務諸表利用者が理解す
ることができる情報を提供することを目的とし
て、翌期以降に支出すると見込まれる更新投資
のうち、合理的に見積ることが可能なキャッ
シュ・フローの金額及び内容の注記を求めるこ
とを提案している。

⑷　適用時期
　公共施設等運営権制度は、平成 23 年に改正
された PFI 法において新たに設けられたもの
であり、実際の運用が既に開始されているこ
と、また、本公開草案は、公共施設等運営事業
における運営権者の会計処理等に係る実務上の
取扱いをより明確にするものであり、特段の周
知期間が必要ないと考えられることから、公表
日以後適用することとしている。また、特定の
経過的な取扱いを定めずに、本公開草案を過去
の期間のすべてに遡及適用することとしている
（本公開草案第 21 項）。

5．今後の予定

　本公開草案の公開期間は 2 か月で、平成 29
年 2 月 22 日にコメントを締め切った。今後、
本公開草案に寄せられたコメントを踏まえて検
討を行い、最終基準化することを予定している
ため、その動向に留意していただきたい。

定負債の区分にその
内容を示す科目を
もって表示する（本
公開草案第 19 項）。


